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【目的】
音楽(既製曲・オリジナル曲・即興演奏)を用い、母子とセ
ラピストが声、動き、楽器を媒介として相互応答的に演
奏する音楽療法は、相互応答行為を確立・発展させ他者
との関係の基礎を築く役割を担うことができる。1歳6ヶ
月乳児健診にて自閉スペクトラム症（ASD）の特徴を持
つ子どもに対して、母親同伴の個別音楽療法を行った。
音楽療法の効果を数値化するために、カメラで被検者の
注視点をとらえ、モニター上の動画に対する注視点の分
布を計測する「視線計測装置GazeFinder」を用い早期
介入の有効性を検証したので報告する。
【方法】
対象：1歳6ヶ月乳児健診の結果と、視線計測装置の数値
結果をもとに、医師が早期介入の必要性を判断した1歳
半から3歳までの幼児32名。方法：音楽療法(以下音療)
は週1回(音療50分、母親面接10分)、計8回実施。毎回保
護者に宿題を3つ出した。毎回の音療前に医師が診察し、
1回目(音療開始前)と8回目(音療終了時)には視線計測検
査を実施した。記録：音療は全セッションビデオ録画。倫
理：研究協力に関しては保護者に対し文書を用いて口頭
で説明を行い書面にて同意を得た。今回使用した視線
計測装置は株式会社JVCケンウッドの登録商標である。
【結果】
全体注視点取得率(視線計測装置画面のターゲット領域
への注視率)の平均は、音療開始前は53.6%　音療終了
時は76.2%と増加し一定の効果が認められた。これを1
歳6ヶ月乳児健診受診児100名の平均値83.6%と比較す
ると、音療終了後も定型発達児の平均には満たないこと
がわかる。選考課題(人物動画と幾何学模様動画が並列
で提示されている時どちらを選択注視するか)では音療
開始前は人への注視平均値は27％であったが終了時に
は41％に増加した。
【考察】
人物注視増加に関する音療や生活場面での具体的な行
動変化としては、アイコンタクトの増加、物や音を媒介と
した相互応答的なやりとり共同行為の持続、動作・音声
模倣の増加、指さし、ジェスチャーによる要求表現の明
確化、理解言語の増加等の変化がみられた。音療による
早期介入により保護者は毎週の宿題に熱心に取り組むこ
とで子どもの日常の変化を詳細に捉えるようになり、主
治医は診察にて母子の変化を総合的に把握して助言を
し、子どもを中心とした『主治医ー母親ー音療士』の連
携体制が構築できた。
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【目的】
事故によるこどもの傷害は多発しており、その予防のた
めに啓発活動が行われている。その活動の一環として、
保育士等を対象とした研修がある。研修直後にアンケー
ト調査が行われ、研修の理解度や満足度が評価されて
きた。研修の最終目的は「こどものケガを減らす」ことで
あり、そのためには研修で提供された情報を参考に、受
講した人が現場で具体的に傷害予防活動を実践するこ
とが望ましい。今回、研修の1か月後に、どのような活動
をしたか、あるいはできなかったかについて調査し、研
修内容の改善に活かすことにした。
【対象と方法】
研修では、傷害予防の基本的な考え方である「変えられ
るものを見つけ、変えられるものを変える」ことについて
具体例を示しながら話し、保育現場での実践を促した。
研修の1か月後に、受講者のメールアドレスにアンケートを
送って回答してもらった。研修の理解度、研修で学んだこ
とを実践できたか、実践した場合は、具体的に何をした
か、実践できなかった理由はなぜかについて質問した。
【結果】
研修は2回行い、1回目の研修の回答者は50人、2回目の
回答者は28人であった。この2回のアンケート結果をまと
めると、こどものケガを減らすための基本的な考え方で
ある「変えられるものを見つけ、変えられるものを変え
る」について、受講者の90%以上が「わかった」と回答し、
70%がこの考え方を仲間の保育士等に伝えていた。しか
し「実際に変えられるものを見つけてそれを変えた」と
回答した受講者は30%であり、「特にアクションを起こし
ていない」という受講者は20%であった。その理由として、
「何をしたらいいかわからない（35％）」「予算がない
（18％）」「人手がない（6％）」などであった。
【考察】
これまでは、研修直後に受講者に対してアンケート調査
が行われ、研修内容の満足度や感想を聞くことが行われ
てきた。「予防の考え方がわかり、自分の施設でも実践
したい」などの感想が書かれているが、実際に行ったか
どうかの調査は行われてこなかった。今回の受講後1カ
月のアンケート調査で、現場で予防活動を実践していな
いケースが20％あることがわかった。「何をしたらいい
かわからない」という受講者に対してどのように対応する
か検討する必要がある。今後も研修後1カ月のアンケート
を実施し、実践できない理由を蓄積して、それを解決す
る方策を考えていきたい。
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【背景】
小児肥満症は成人期の生活習慣病へ移行するため、早期
治療が重要である。当院では「小児生活習慣病外来」を
設置し、多職種から構成されたチーム医療により小児肥
満症の治療を実施している。本発表では、小児肥満症の
一例に対して外来治療に加えて入院治療を実施し、積極
的な運動療法により成果が得られたため報告する。
【症例】
13歳男児、身長179.3cm、体重142.3kg、肥満度119.7%、
体脂肪率51.7%であった（令和X年7月）。高血圧症、高尿
酸血症および高脂血症の合併症があった。
【現病歴】
令和X-2年9月に来院し、2年1ヶ月間で小児科医による外
来治療を54回、理学療法を43回実施した。外来治療のみ
では改善が乏しいため、1週間の入院治療を1ヶ月間隔で
計4回実施した。入院期間中は毎日の理学療法および生活
習慣改善に向けた栄養指導や心理療法も実施した。
【介入方法】
本人の興味のある卓球を中心とした有酸素運動を取り入
れ、筋力訓練やストレッチを行なった。1週間の入院期間中
に2回/日、約1時間/回の頻度で理学療法介入を実施し、
運動することの楽しさを覚えることを目的とした。さらに、
楽しさの中で体重が減ることにより成功体験が得られ、日
常生活の中でも運動を習慣化できるように意識して介入し
た。また、自宅で継続可能な筋力訓練やストレッチも指導
した。
【結果】
入院治療により体重は139 . 9kg（-2 . 4kg）、肥満度は
116.0%（-3.7%）、体脂肪率は50.6%（-1.1%）へと改善を認
めた（令和X年12月）。運動機能では、筋肉量は64.9→
65.2kg、30秒椅子立ち上がりテストは15→21回、握力は右
手22.0→28.8kg、左手18.6→26.1kgへと改善を示した。
【考察】
入院治療を通じて行なった積極的な理学療法介入により、 
体重と体脂肪率は減少し、運動機能は改善した。外来治
療のみでは改善が乏しい症例では、入院治療を通じた頻
回の理学療法介入が小児肥満症の改善に有効であること
が示唆された。一方、具体的な目標設定や入院期間等に関
しては、今後更なる検討が必要であった。
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【目的】
昨今、知的障害を含む発達障害や境界知能の児童は、小、
中学校においては特別支援教育を通じてきめ細やかな支
援を受けて学校生活を送ることができる。また、推薦入試
の普及に伴い、高校、専門学校、大学まで進学するケース
が増えている。しかし、高校や大学進学後は学校からの支
援や配慮は十分とはいえず、専門学校や大学での進級や、
就職活動で躓くケースが多くみられる。これらの問題点や
必要な支援内容について提起するために、今回2例の具体
的な症例を提示して経過を検討した。
【方法】
カルテより2例を抽出し、教育面、医療面双方の視点で検
討を行った。
【症例1】
DCD、境界知能の女性。小学校から高校まで、保護者が
学習面でサポートを続け、AO入試で大学に入学。大学は
コロナ禍でオンライン授業であったため、保護者作成の提
出物で進級、卒業できた。しかし就労できずに初めて医
療機関受診し、診断、支援につながったケース。
【症例2】
ASDの男性。小学校より定期的に医療機関を受診してい
た。就学時は境界知能と診断を受け、支援級で入学した
が、本人の希望で中学校は普通級で進学。コミュニケーシ
ョン希求は強いがずれがあった。高校は私立高校へ進学
し、指定校推薦で大学合格。入学時に大学に支援希望し
配慮の申請もしていた。無事卒業確定したが就活で躓き、
大学からの支援得られずに医療再受診となったケース。
【結果】
昨今の少子化や大学入試形式の変化により、大学全入時
代はもうすでに始まっている。発達障害、境界知能の学生
も希望すれば大学入学が可能であるが、大学での支援は
学校により様々であり、義務教育中に得られた支援の量、
質を求めるのは難しい。入学後に不適応を起こしたり、就
労で躓いたりした場合に再度医療が介入するケースが増え
ており、高等教育においても医療と教育の連携が必要で
あると思われる。
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